
独
立
行
政
法
人
年
金
・
健
康
保
険
福
祉
施
設
整
理
機
構
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

平
成
二
十
三
年
六
月
十
六
日

参
議
院
厚
生
労
働
委
員
会

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
べ
き
で
あ
る
。

一
、
独
立
行
政
法
人
地
域
医
療
機
能
推
進
機
構
は
、
病
院
等
の
譲
渡
に
よ
り
得
た
収
益
や
病
院
等
の
運
営
に
必
要
と
し
な
い
積

立
金
の
残
額
を
年
金
特
別
会
計
に
納
付
す
る
こ
と
と
し
、
新
た
な
機
構
の
中
期
計
画
に
記
載
し
、
公
表
す
る
こ
と
。

二
、
独
立
行
政
法
人
年
金
・
健
康
保
険
福
祉
施
設
整
理
機
構
は
、
新
た
な
機
構
に
改
組
す
る
ま
で
の
間
、
そ
の
設
立
目
的
に
沿

っ
て
、
社
会
保
険
病
院
等
の
譲
渡
に
向
け
た
取
組
を
推
進
す
る
こ
と
。
ま
た
、
新
た
な
機
構
は
そ
の
目
的
を
守
り
つ
つ
、
社

会
保
険
病
院
等
の
う
ち
、
そ
の
譲
渡
後
も
地
域
に
お
い
て
必
要
と
さ
れ
る
医
療
及
び
介
護
を
提
供
す
る
機
能
が
確
保
さ
れ
る

も
の
に
つ
い
て
は
、
中
期
計
画
に
基
づ
い
て
譲
渡
す
る
こ
と
。

三
、
政
府
は
、
新
た
な
機
構
に
対
し
、
そ
の
業
務
の
財
源
に
充
て
る
た
め
の
税
や
保
険
料
な
ど
の
国
費
を
投
入
し
な
い
こ
と
。

四
、
政
府
は
、
新
た
な
機
構
に
対
し
、
い
わ
ゆ
る
天
下
り
を
さ
せ
な
い
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


